【改正民事執行法〇×クイズ第２回（債権執行及び不動産競売関係）解答】

Q１　×
差押債権者が取立可能日から２年を経過しても支払いを受けていないときは，支払を受けていない旨の届出を執行裁判所に提出しなければならず，届出がなされないときは，執行裁判所は差押命令を取り消すことができる。改正法１５５条５項，同６項。

Q２　〇
改正法１５５条２項。債務者が差押命令の範囲を争える期間を確保するために取立権の発生時期が後ろ倒しされた。

Q３　〇
改正法７１条５号イ。

Q４　×
執行裁判所は，最高価買受申出人が暴力団員等に該当するか否かについて，必要な調査を都道府県警に嘱託しなければならない。改正法６８条の４第１項。

